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は

じ

め

元
代
儒
勝
十数
育
を
施
す
泉
校
に
は
、

そ
の
前
後
の
時
代
と
同
様
に
諸
種
の
も
の
が
あ
っ
た
が
、

一
般
的
で
あ
り
か
つ
代
表
的
な
も
の
は
廟
皐

立
し
た
郷
校
、
私
人
の
設
立
し
た
書
院、

と
書
院
と
で
あ
る
。
廟
皐

(
路
府
州
照
準
)
は
官
立
で
あ
り
、

書
院
の
中
に
も
官
立
に
編
入
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
外
に
も
郷
常時
の
設

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
高
度
の
儒
拳
数
育
を
施
す
大
暴
乃
至
大
摩
課
程
と

或
は
門
館

(紘
一)
が
あ
り
、

①
 

そ
れ
に
附
属
す
る
小
皐
乃
至
小
皐
課
程
と
を
備
え
て
い
た
。
こ
の
外
各
慮
に
郷
村
の
小
皐

(
章
烏
之
皐
)
が
あ
り
、
右
に
列
翠
し
た
諸
種
の
皐
校

②
 

か
ら
は
濁
立
し
て
、
郷
村
内
の
子
弟
の
小
皐
数
育
を
推
賞
し
て
い
た
。

元
代
の
士
入
居
は
試
選
に
よ
っ
て
儒
人
と
認
定
さ
れ
る
と
儒
戸
籍
に
つ
け
ら
れ
、
菟
役
特
権
を
輿
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
代
り
に
儒
士
と
し
て



高
度
の
儒
皐
数
養
を
身
に
つ
け
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
。
儒
戸
の
多
く
は
同
学
校
籍
に
登
録
さ
れ
、
儒
人
は
皐
校
教
育
修
了
後
も
五
十
歳
に
達
す

る
ま
で
は
一
定
の
登
拳
義
務
を
課
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
子
弟
は
八
歳
か
ら
就
皐
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
以
後
大
拳
の
一
定
の
課
程
を
移
了
し
二
十

歳
代
で
仕
途
に
つ
い
た
も
の
は
別
と
し
て
、
三
十
歳
に
達
す
る
ま
で
在
皐
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
儒
戸
の
登
録
さ
れ
る
皐
校
は
廟
皐
い
わ

つ
ね
に
州
勝
毎
に
置
か
れ
た
文
廟
を
精
神
的
中
植
と
し

@
 

て
、
数
育
施
設
即
ち
皐
校
を
附
設
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
代
に
普
及
を
み
た
州
鯨
皐
(
廟
拳
〉
は
唐
末
五
代
の
混
乱
期
に
衰
微
傾
贋
し
、
宋

@
 

初
に
州
豚
拳
が
復
興
し
て
く
る
ま
で
は
書
院
が
儒
皐
数
育
を
荷
っ
て
い
た
。
宋
初
取
土
の
道
が
横
充
さ
れ
、
科
翠
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
皐

⑤
 

か
く
て
州
豚
に
廟
皐
が
建
置
さ
れ
は
じ
め
慶
暦
に
及
ん
で
ほ
ぼ
普
及
を
み
た
の
で
あ
る
。

ゆ
る
郡
照
準
と
官
立
の
書
院
と
で
あ
っ
た
。
廟
皐
は
唐
以
来
興
贋
努
遷
し
な
が
ら
も
、

校
は
書
院
の
み
で
は
不
足
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

廟
間
四
干
が
充
賓
普
及
す
る
に
つ
れ
、
書
院
は
嘗
時
の
風
潮
下
に
あ
っ
て
次
第
に
存
在
の
意
義
を
失
い
、
数
師
、
皐
生
、
銭
糧
等
は
州
拳
に
吸
合
さ

⑥
 

れ
、
施
設
は
傾
頚
し
慶
暦
の
前
後
に
混
落
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
照
寧
に
至
る
や
、
地
方
儒
皐
数
育
の
殆
ん
ど
全
て
は
州
瞬
間
学
が
荷
う

⑦

⑥

 

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
崇
寧
元
年
三
舎
法
の
施
行
に
伴
い
皐
校
は
空
前
の
大
横
張
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
宣
和
三
年
州
鯨
の
三
舎
法

⑨
 

を
慶
す
る
や
州
鯨
準
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
加
え
て
金
軍
の
侵
冠
を
蒙
む
る
や
大
混
蹴
の
中
に
州
鯨
皐
は
悉
く
罷
臨
械
を
み
る
に
至
っ
た
。
そ
の
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後
金
朝
下
の
華
北
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
南
宋
期
に
入
る
や
江
南
で
は
治
安
の
回
復
に
つ
れ
、
ま
た
紹
興
十
年
代
に
廟
皐
復
興
の
制@

 

詔
が
護
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
づ
か
っ
て
、
次
第
に
廟
皐
の
復
興
修
建
が
盛
ん
に
な
り
、
乾
道
淳
照
の
頃
に
は
凡
ゆ
る
州
鯨
に
廟
拳
が
普
及
し
た
。

そ
の
後
金
元
、
宋
元
交
替
期
を
経
て
廟
皐
は
罷
陵
、
饗
遁
、
修
築
を
み
な
が
ら
も
、
全
土
に
普
及
し
て
路
府
州
牒
毎
に
復
活
乃
至
維
持
さ
れ
て

。

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
元
代
の
廟
皐
は
唐
以
後
の
廟
筆
と
本
質
的
に
は
何
ら
髪
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
い
わ
ば
最
も
俸
統
的
か
つ
正
統
的
な

官
皐
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
貼
書
院
は
時
代
に
よ
っ
て
量
質
共
に
大
幅
な
饗
化
が
あ
り
、
元
代
に
も
他
の
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
書
院
の

特
色
が
あ
る
。
元
代
は
廟
皐
の
外
に
書
院
が
普
及
し
、
そ
の
数
は
廟
皐
を
凌
駕
し
た
が
、
概
言
す
れ
ば
漢
地
に
少
な
く
江
南
に
多
か
っ
た
よ
う

⑫

@

 

で
あ
る
。

書
院
の
官
立
化
は
す
で
に
南
宋
末
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
が
、
元
代
で
は
名
あ
る
書
院
は
悉
く
官
立
化
さ
れ
、
廟
撃
と
同

様
に
官
の
統
制
下
に
置
か
れ
た
。
元
代
で
は
廟
皐
と
官
立
書
院
と
が
儒
準
教
育
の
主
要
な
措
い
手
で
あ
り
、
土
人
の
子
弟
は
多
く
こ
こ
に
皐
ん
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だ
の
で
あ
る
。
元
代
の
土
人
層
は
多
く
儒
戸
籍
に
つ
け
ら
れ
て
あ
っ
た
が
、
儒
戸
は
贋
義
に
は
民
戸
で
あ
り
、
狭
義
に
は
民
戸
内
の
編
儒
籍
戸

で
あ
る
か
ら
、
一
面
で
は
路
府
州
豚
の
管
轄
下
に
あ
り
、
他
面
で
は
官
立
儒
皐
校
即
ち
廟
摩
書
院
ひ
い
て
は
儒
翠
提
翠
司
の
管
下
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
性
格
か
ら
、
儒
戸
は
廟
同
学
書
院
に
登
録
籍
し
、
そ
の
家
の
業
で
あ
る
儒
業
を
通
し
て
廟
皐
書
院
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
車
純
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
元
朝
は
士
人
層
の
大
方
を
儒
戸
籍
に
編
成
し
、
廟
開
字
書
院
と
い
う
官
立
教
育
機
関
を
通
し
て
、
勉

撃
の
義
務
と
兎
役
特
権
と
を
引
き
換
え
に
官
吏
珠
備
軍
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
土
人
層
は
宋
元
時
代
「
迂
腐
之
儒
」
と
噺
笑
さ
れ
な
が

ら
も

一
躍
は
園
家
社
曾
の
指
導
層
で
あ
り
、
知
識
居
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
自
律
性
を
傘
重
さ
れ
、

モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
に
あ
っ
て
も
、

そ
の

知
識
教
養
或
は
家
皐
(
家
業
〉
は
、
統
治
手
段
の
潜
在
力
、
或
は
情
報
掌
握
力
と
し
て
一
腰
の
評
債
は
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

手
段
も
一
律
に
廟
皐
書
院
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
(
私
設
)
書
院
、
家
塾
、
義
塾
、
門
館
な
ど
と
よ
ば
れ
る
い
ず
れ
も
私
人
設
立
の
黙
で

は
性
格
を
共
通
に
す
る
皐
校
や
、
郷
築
設
立
の
郷
校
に
お
け
る
教
育
、
或
は
父
兄
自
ら
ま
た
は
教
師
を
招
鳴
し
て
授
け
る
家
庭
教
育
が
併
存
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
元
代
の
各
種
儒
皐
教
育
機
関
は
護
群
、
設
展
の
歴
史
を
異
に
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
故
教
育

時
代
性
と
目
的
(
儒
業
に
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よ
る
官
吏
登
庸
と
讃
番
人
の
旗
大
再
生
産
)
を
共
通
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
と
大
同
小
異
化
し
て
行
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
故
各
種
の
儒
同
学

教
育
機
関
は
特
性
を
残
し
な
が
ら
も
共
通
す
る
要
素
を
増
大
さ
せ
、
少
く
と
も
教
育
課
程
、
教
科
等
は
類
型
化
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
従

っ
て
一
般
的
か
つ
代
表
的
接
校
種
の
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
を
基
本
型
と
し
て
比
較
封
照
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
他
の
も
の

の
特
性
が
浮
び
上
り
、
元
代
数
育
の
大
勢
を
推
し
量
る
手
掛
り
が
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

延
一
路
年
聞
に
科
事
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
は
、
吏
員
経
由
の
出
途
が
、

⑪
 

た
。
儒
人
に
と
っ
て
は
儒
皐
官
経
由
の
出
途
も
あ
り
は
し
た
も
の
の
、
こ
れ
と
て
も
科
商
事
に
由
る
登
庸
ほ
ど
華
々
し
く
も
な
く
、
競
争
が
激
烈

で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
廟
皐
書
院
に
お
け
る
大
畢
生
員
で
さ
え
も
吏
員
出
途
を
主
目
標
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
皐
問
水
準
は
白
書
つ

吏、

儒
い
ず
れ
の
出
身
で
あ
る
か
を
と
わ
ず
、

入
仕
の
主
途
で
あ
っ

と
低
下
の
傾
向
を
見
せ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
は
朱
子
皐
の
普
及
と
並
行
し
て
、
科
事
の
開
始
を
待
ち
墓
む
儒
入
居
が
己
の
家

業
即
ち
儒
業
の
水
準
を
維
持
乃
至
瑳
展
さ
せ
る
努
力
を
績
け
て
い
た
こ
と
も
紛
れ
な
い
事
貧
で
あ
る
。
し
か
し
大
勢
的
に
み
れ
ば
、
元
代
の
儒



事
数
育
諸
機
聞
は
儒
人
出
身
吏
員
の
供
給
母
胎
化
し
つ
つ
あ
る
廟
皐
書
院
の
性
格
及
び
水
準
に
同
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
延
一
応
以
来
施
行
さ
れ
た
科
拳
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
機
能
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
準
土
合
格
者
の
枠
数
は
あ
ま
り

に
も
少
な
く
、
科
撃
の
数
育
面
に
お
け
る
数
果
も
剣
然
と
し
な
い
中
に
元
末
の
混
凱
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
元
朝

に
併
合
さ
れ
て
よ
り
後
の
江
南
に
お
い
て
は
、
出
仕
を
避
け
る
碩
儒
も
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
彼
ら
は
多
く
家
郷
に
あ
っ

て
門
館
、

家
塾

を
聞
き
、
濁
立
し
て
高
度
の
翠
問
水
準
を
維
持
し
て
い
た
が
、
そ
の
数
は
年
と
と
も
に
減
少
し
、
そ
れ
に
反
し
て
、
廟
皐
書
院
は
次
第
に
増
加

護
展
し
、
元
代
の
一
般
的
か
つ
代
表
的
儒
皐
数
育
機
関
と
な
っ
た
。
廟
拳
書
院
は
車
な
る
儒
皐
数
育
機
関
で
は
な
く
、
儒
人
層
の
生
活
共
同
盟

的
性
格
を
濃
厚
に
有
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
生
活
の

一
部
乃
至
大
部
を
廟
皐
書
院
に
置
き
、
そ
の
運
営
維
持
に
加
措
し
、
子
弟
の
数
育
を
こ
こ
に

依
存
す
る
と
同
時
に
子
弟
と
と
も
に
行
事
に
参
加
し
た
。
多
数
の
生
員
は
生
活
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
依
存
し
、
小
畢
生
員
も
生
活
の
大
方
を
こ

こ
に
置
い
た
。
従
っ
て
儒
入
居
は
長
年
月
に
わ
た

っ
て
生
活
を
共
に
し
、
同
水
準
の
教
養
を
有
つ
こ
と
に
よ

っ
て
互
い
に
同
類
感
情
を
設
達

さ
せ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
規
式
を
共
通
に
す
る
他
の
廟
拳
書
院
の
構
成
員
と
の
同
類
感
情
に
敷
延
し
て
行
っ
た
。
か
く
し
て
廟
皐
書
院
は
儒
人
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層
連
帯
の
媒
介
機
能
を
果
し
、
そ
の
機
能
を
背
後
で
支
え
て
い
る
も
の
が
園
家
す
な
わ
ち
元
朝
で
あ
る
こ
と
を
儒
人
屠
に
認
識
さ
せ
る
手
段
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
儒
入
居
の
生
活
、
教
育
、
出
仕
等
に
お
け
る
廟
拳
書
院
へ
の
依
存
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
元
朝
官
僚
群
の

母
胎
の
一
で
あ
る
限
り
、
元
朝
官
僚
制
研
究
に
と
っ
て
は
不
可
依
の
課
題
と
な
る
。
本
稿
は
こ
こ
に
親
貼
を
据
え
て
元
代
儒
同
学
教
育
の
一
面
を

数
育
課
程
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

家

庭

数

= 同

儒
皐
数
育
の
主
要
な
場
は
皐
校
で
あ
る
が
、
率
校
の
数
育
課
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
議
備
教
育
で
も
あ
り
、
繰
り
上
げ
数
育
で
も

あ
り
、
ま
た
代
替
数
育
と
も
な
る
家
庭
教
育
の
数
育
課
程
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
に
お
い
て
は
首
時
一
般
化
し
て
い
た
家
庭

激
育
の
賓
睦
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
、
次
章
へ
の
導
入
の
役
割
を
務
め
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
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讃
書
人
階
層
〈
土
人
層
〉
に
属
す
る
者
は
幼
時
か
ら
儒
撃
の
家
庭
数
育
を
受
け
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

家
庭
敬
育
の
師
は
或
は
父
(
兄
)
で

あ
り
、
或
は
母
で
あ
っ
た
が
、

一
般
に
は
父
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
例
数
は
何
れ
も
乏
し
い
が
、
絞
述
上
は
、
雨
者
に
そ
れ
ぞ
れ
特

色
が
あ
る
。
父
の
場
合
は
、

父
が
子
に
家
庭
数
育
を
授
け
た
、
或
は
子
が
父
か
ら
特
に
家
庭
数
育
を
受
け
た
と
い
う
粘
'
に
絞
述
の
力
黙
が
置
か

れ
る
の
で
は
な
く
、
父
某
が
仕
進
を
事
と
せ
ず
、
専
ら
家
業
を
治
し
て
い
た
こ
と
に
力
黙
が
置
か
れ
、

そ
の
家
業
を
治
す
中
の
一
環
と
し
て
、

子
某
に
数
育
を
授
け
た
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
滋
漢
文
護
一
十
六
寧
菅
張
氏
先
埜
碑
に

日
善
、
讃
書
業
儒
、
不
事
選
取
。
奉
親
敬
子
、
克
孝
且
巌
。
積
粟
於
家
、
賑
施
郷
郷
之
貧
者
。

君
一
子
、

と
あ
る
張
善
は
、
儒
を
業
と
す
る
も
進
取
を
事
と
せ
ず
、
専
ら
家
業
を
治
し
た
船
舶
を
強
調
さ
れ
て
い
て
、

「
子
に
数
ふ
る
に
巌
」
は

そ
の
家

業
を
治
す
こ
と
の
一
環
と
し
て
著
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
臭
正
停
文
集
一
十
五
迭
徐
皐
正
序
に

新
城
徐
君
子
盤
素
儒
家
流
、
老
成
篤
貫
之
士
也
。
来
局
吾
州
数
官
。
於
是
叉
識
其
二
子
及
孫
。
皆
被
服
儒
者
。
訴
新
然
一
家
三
世
自
矯
師

友
。
心
縞
異
之
。

と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
っ
て
、
新
城
の
儒
家
徐
氏
は
、

一
家
三
世
、
自
ら
師
友
と
な
り
、
家
業
の
儒
撃
に
浪
頭
し
た
と
い
い
、

と
す
れ
ば
そ
れ
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以
前
の
段
階
で
は
舎
者
が
卑
者
を
数
育
し
た
に
違
い
な
い
。
徐
家
で
は
儒
摩
の
勉
皐
研
績
が
本
業
で
あ
っ
て
、
代
々
家
皐
を
父
か
ら
子
へ
、
子

か
ら
孫
へ
と
俸
授
す
る
の
を
業
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
、
子
弟
の
幼
時
教
育
は
そ
の
一
環
と
認
識
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
滋
渓
文
藁

一
に
聖
賢
を
以
て
師
と
魚
し
、

「
父
子
兄
弟
自
ら
師
友
と
な
る
。

其
の
皐
、

尤
も
六
経
語
孟
に
深
し
」
と
あ

二
十
二
歎
巷
先
生
安
君
行
黙
に

り
、
或
は
臭
文
正
集
四
十
南
楼
記
に
「
園
子
伴
誼
番
陽
の
李
亨
言
へ
ら
く
、
其
の
先
大
夫
文
民
午
、
嘗
て
南
棲
を
築
き
、
子
に
数
へ
、
其
の
中
に

誼
書
す
。
因
り
て
南
棲
翁
と
披
す
」
と
あ
る
の
は
同
巧
異
曲
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
例
に
窺
わ
れ
る
如
く
、
儒
家
の
嘗
主
が
、
家
皐
を
維
持
し
、

あ
る
|、

家
産
を
管
理
し
、
仕
準
を
事
と
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
塾
師
と
し
て
一

族
近
郷
の
子
弟
の
教
育
に
従
事
す
る
程
度
な
ら
ば
ー
か
か
る
例
は
普
遍
的
で

己
の
子
弟
数
育
に
や
回
る
こ
と
は
家
業
の

一
部
と
し
て
容
易
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
何
ら
か
の
事
情
が
介
在
し
て
、
直
接
子

弟
の
数
育
に
嘗
れ
な
い
場
合
で
も
、
樗
隠
集
六
水
難
銀
巡
検
越
公
行
肢
に
、
曾
組
以
来
三
代
に
わ
た
っ
て
宋
に
仕
官
し
た
家
柄
の
越
嗣
椿
に
つ



い
て

其
居
家
、
以
延
師
訓
子
魚
務
。

と
あ
る
如
く
、
師
を
招
い
て
子
に
数
育
を
施
さ
せ
る
こ
と
を
以
て
己
が
家
務
と
し
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
諸
例
は
、
儒
家
乃
至
土
人
の
家
の
嘗
主
た
る
父
が
、
本
業
の
一
部
、
己
が
家
務
の
一

環
と
し
て
、

わ
が
子
の
家
庭
数
育
に
嘗
っ
た
こ

と
を
物
語
る
も
の
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
と
あ
ら
た
め
て
如
何
な
る
典
籍
を
授
け
た
か
は
も
と
よ
り

問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
貼
は
以
下
に
紹
介
す
る
母
が
幼
児
期
の
子
男
の
数
師
で
あ
っ
た
場
合
に
如
何
な
る
典
籍
を
授
け
た
か
が
明
示
さ

こ
の
こ
と
は
父
兄
が
子
弟
の
教
育
に
あ
た
る
場
合
の
典
籍
如
何
は
、

ば
、
枝
葉
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
絞
述
の
関
心
事
で
す
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
、
母
の
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う

れ
る
通
例
に
比
べ
る
と
、

歴
然
と
相
違
す
る
。

銃
述
の
本
旨
か
ら
す
れ

で
な
か
っ
た
こ
と
を
間
接
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
し
ば
ら
く
母
の
敬
師
例
を
紹
介
し
て
、
父
兄
の
数
師
例
か
ら
は
窺
え
な
か

元
代
の
碩
儒
虞
集
は
著
名
な
儒
家
の
出
で
あ
る
が
、
幼
時
に
宋
元
交
替
に
直
面
し
、
父
母
に
伴
わ
れ
て
嶺
外
に
避
難
し
た
。
元
史
一
百
八
十

一
本
俸
は
そ
の
聞
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
俸
え
る
。
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っ
た
幼
時
数
育
の
具
盤
面
に
鰯
れ
る
。

父
(
虞
)
汲
寅
岡
尉
。
宋
亡
僑
居
臨
川
崇
仁
、
興
呉
澄
魚
友
。
中
略
。
要
楊
氏
。
因
子
祭
酒
文
仲
女
。
中
略
。
(
虞
)
集
三
歳
即
知
譲
書
。

歳
乙
亥
、
汲
翠
家
、
経
嶺
外
。
干
支
中
無
書
珊
可
携
。
楊
氏
口
授
論
語
孟
子
左
氏
俸
欧
蘇
文
。
聞
純
成
語
。
比
還
長
沙
、
就
外
侍
。
始
得

刻
本
、
則
巴
量
護
諸
経
、
逼
其
大
義
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
虞
集
は
三
歳
で
讃
書
を
知
り
、
歳
乙
亥
(
一
二
七
五
年
)
嶺
外
に
避
難
し
た
時
に
は
四
歳
で
あ
っ
た
が
、
首
時
書
加
を
携
行
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
母
の
楊
氏
か
ら
論
語
、
孟
子
、
春
秋
左
氏
惇
や
欧
陽
氏、

蘇
氏
の
文
章
を
口
授
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
士
人
の
子
弟
は

戟
蹴
で
家
郷
を
離
れ
て
い
て
も
数
育
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
最
悪
傑
件
の
下
で
さ
え
然
り
と
す
れ
ば
、
卒
時
は
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
同
右
一
百
八
十
二
欧
腸
玄
俸
に
は

541 
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欧
陽
玄
字
原
功
、
其
先
家
鹿
陵
、

興
文
忠
公
惰
同
所
白
出
。
至
曾
大
父
新
、
始
遷
居
割
陽
、

故
玄
魚
湖
陽
人
。
幼
岐
疑
。

母
李
氏
親
授
孝

経
論
語
小
摩
諸
書。

八
歳
能
成
一論
。
始
従
郷
先
生
張
貫
之
準
。

と
あ
り
、
同
右
一

百
八
十
九
許
謙
停
に

父

(許
〉
航
登
淳
祐
七
年
進
士
第
。
仕
未
額
以
前
以
。
謙
生
数
歳
而
孤
。
甫
能
言
、
世
母
陶
氏
口
授
孝
経
論
語
。

入
耳
組
不
忘
。
梢
長
建
力

於
撃
。
立
程
以
自
課
。
取
四
部
書
、
分
童
夜
誼
之
。
雄
疾
昔
一
山
不
底
。
既
乃
受
業
金
履
祥
之
門
。

と
あ
っ
て
、

欧
陽
備
と
先
を
共
通
に
す
る
欧
陽
玄
及
び
南
宋
淳
祐
七
年
進
士
登
第
の
許
航
を
父
と
す
る
許
謙
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
士
人
で
あ
る

が
、
南
者
と
も
に
幼
時
に
家
庭
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
欧
陽
玄
は
母
李
氏
に
孝
経
論
語
小
向学
を
親
授
さ
れ
、
許
謙
は
伯
母
陶
氏

に
孝
経
論
語
を
口
授
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
滋
渓
文
藁
一
十
九
楊
府
君
墓
誌
に

君
姓
楊
氏
、
詩
宗
伯
、
字
離
卿
、
故
宋
贈
朝
奉
大
夫
決
之
曾
孫
、
油
功
郎
准
西
制
置
司
幹
悌
官
友
義
之
孫
、
園
朝
白
鹿
洞
書
院
教
諭
師
盤
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之
子
。
中
略
。
数
議
六
子
。
君
最
居
長
。
方
其
幼
時
、
祖
母
李
耐
人
極
鍾
愛
能
言
、
敬
之
読
書。

凡
先
世
遺
訓
皆
使
知
之
。
既
就
外
侍
。

進
退
言
動
悉
矩
度
可
視
。
郷
先
生
直
稿
之
。

と
あ
っ
て
、

土
人
楊
宗
伯
は
幼
時
に
祖
母
李
踊
人
に
能
言
を
鍾
愛
さ
れ
て
、
謹
書
と
と
も
に
楊
氏
先
世
の
遺
訓
を
数
え
こ
ま
れ
た
と
い
う
。
ま

た
元
史
一
百
八
十
九
陳
機
侍
に
は

(
陳
)
様
生
三
歳
、
祖
母
呉
氏
口
授
孝
経
論
語
、
親
戚
請
。
五
歳
入
小
率
。

と
あ

っ
て
、
定
宇
先
生
陳
撲
は
組
母
呉
氏
の
口
授
に
よ
っ
て
、
三
歳
の
と
き
か
ら
孝
経
論
語
を
成
請
し
は
じ
め
た
と
い
う
。
ま
た
元
史
一
百
六

十
四
王
情
俸
に
よ
れ
ば

王
伺
字
敬
甫
中
山
唐
勝
人
。
父
良
金
末
信
用
中
山
府
録。

中
略
。
己
而
棄
去
吏
業
、
潜
心
伊
洛
之
準
。
中
略
。
情
性
穎
悟
、
生
三
歳
、
家
人

示
以
書
峡
、

親
識
風
丁
二
字
。
母
劉
氏
授
以
千
字
文
。
再
過
目
、
印
成
調
。
六
歳
就
率
。

と
あ
っ
て
、
王
悔
は
三
歳
に
し
て
文
字
を
接
識
し
、
母
劉
氏
か
ら
千
字
文
を
授
け
ら
れ
る
や
、
再
請
し
て
成
請
し
た
と
い
う
。
父
王
良
は
豪
民



で
あ
っ
た
ら
し
く
、
代
々
の
儒
家
で
は
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
王
良
が
吏
業
を
棄
て
て
儒
皐
に
潜
心
し
た
の
は
か
な
り
の
年
令
に
達

し
て
か
ら
ら
し
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
は
儒
家
者
流
た
ら
ん
と
し
、
そ
の
子
王
怖
に
も
こ
れ
を
縫

e
か
そ
う
と
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

王
情

は
の
ち
九
数
を
拳
ん
で
郭
守
敬
ら
と
と
も
に
授
時
暦
の
作
定
に
功
績
を
残
し
、
ま
た
才
能
を
劉
乗
忠
に
認
め
ら
れ
て
二
十
八
歳
で
太
子
賛
善
に

擢
ん
で
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
王
良
は
子
怖
に
士
人
の
皐
を
期
待
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
悔
の
母
劉
氏
の
出
身
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
千
字
文
を
数
え
る
だ
け
の
数
養
は
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
千
字
文

及
び
そ
れ
と
な
ら
ん
で
幼
時
期
の
訓
育
に
好
遁
と
さ
れ
た
蒙
求
に
つ
い
て
は
、
程
氏
家
塾
謹
書
分
年
日
程
の
冒
頭
に

八
歳
未
入
皐
之
前
、
讃
性
理
字
訓
日
誼
字
訓
綱
三
五
段
。
此
乃
朱
子
以
孫
芝
老
能
言
作
性
理
絶
句
百
首
、
敬
之
之
意
。

以
此
代
世
俗
蒙
求
千
字
文
最
佳
。
叉
以
朱
子
童
子
須
知
貼
壁
、
於
飯
後
行
飯
時
使
之
記
説
一
段
。

と
あ
る
如
く
、
贋
く
普
及
を
み
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
朱
子
皐
の
普
及
に
つ
れ
て
朱
子
の
性
理
字
訓
が
南
者
に
代
わ

程
逢
原
櫓
魔
者
。

る
も
の
と
し
て
推
稿
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
如
上
の
こ
と
か
ら
讃
書
入
居
は
幼
時
に
儒
皐
の
初
歩
課
程
を
し
こ
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
百
六
位
的
内
容
は
千
字
文
、
蒙
求
、
性
理
字
訓
、
孝
経
、
小
撃
、
論
語
な
ど
の
記
請
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

先
に
引
用
し
た
諸
例
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
虞
集
の
母
楊
氏
が
南
宋
の
因
子
祭
酒
楊
文
中
の
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
を

い
づ
れ
も
出
自
身
分
が
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
土
人
の
家
同
志
が
婚
姻
を
結
ぶ
の
は
慣
行
で
あ
っ
て
、
欧
陽
玄
の
母
李
氏
、
許
謙
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除
け
ば
、

の
伯
母
陶
氏
、
楊
宗
伯
の
租
母
李
氏
は
土
人
の
女
と
認
め
て
よ
い
。

士
人
の
女
が
数
育
を
受
け
る
の
は
家
庭
内
に
限
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
し
て

も
彼
女
ら
が
母
親
や
女
師
に
就
い
て
受
け
る
女
性
専
門
の
皐
襲
の
外
に
、
儒
皐
一
般
の
少
な
く
と
も
基
本
的
儒
書
を
皐
ぶ
の
は
格
別
め
ず
ら
し

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
女
ら
は
父
母
に
授
書
せ
ら
れ
て
論
語
孟
子
な
ど
を
護
み
か
つ
記
請
し
、
そ
の
大
義
を
知
っ
た
の

⑮
 

で
あ
る
。
か
く
て
或
る
程
度
の
階
程
に
達
し
て
よ
り
後
に
、
な
お
高
度
の
も
の
を
志
向
す
る
場
合
は
、
父
母
か
ら
遁
度
の
数
示
を
得
な
が
ら
で

は
あ
ろ
う
が
、

一
人
習
得
に
努
め
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
宋
代
の
若
模
集
五
十
宋
故
永
嘉
郡
夫
人
高
氏
墓
誌
に
よ
れ

そ
の
故
に
姉
妹
そ
ろ
っ
て
書
を
知
り
、
た
め
に
つ
れ
あ
い
を
得
難
か
っ
た
が
、
父

543 

ぱ
、
故
中
奉
大
夫
間
接
の
夫
人
高
氏
は
儒
の
名
家
の
出
で
、
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高
仲
華
は
閣
駁
の
名
を
き
い
て
こ
れ
に
め
あ
わ
せ
た
と
述
、
べ
、
つ
づ
け
て

夫
人
荘
静
淑
強
。

自
少
小
不
帰
戯
劇
、
女
工
之
除
、
濁
玩
意
筆
硯
問
、
泥
観
六
経
諸
子
、
識
其
大
指
。

と
あ
っ

て
、
高
氏
が

一
人
で
六
経
及
び
諸
子
の
書
を
定
観
し
た
旨
を
停
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

土
人
の
女
に
許
さ
れ
る
儒
暴
数
育
の
段
階
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
高
度
の
領
域
に
達
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
。
元
史
二
百
烈

女
体
に
つ
け
ら
れ
た
李
順
児
俸
に
よ
れ
ば

「
李
順
児
は
許
州
の
儒
士
李
譲
の
女
な
り
。
性
聴
慧
に
し
て
頗
ぶ
る
経
俸
に
渉
る
。
年
十
八
に
し
て

未
だ
嫁
が
ず
」
と
あ
っ
て
、
李
順
見
は
皐
校
数
育
で
い
え
ば
大
島
平
敬
育
の
段
階
に
踏
み
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
父
李
譲
が
儒
土
と

明
記
さ
れ
る
ほ
ど
の
儒
筆
者
で
、
そ
の
家
は
世
々
儒
を
業
と
す
る
家
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
雲
模
集
二
十
一
周
醸
卓
妻
李
氏
墓
誌
に
は

「
李
氏
は
邑
の
土
人
李
某
の
女
な
り
。
幼
に
し
て
聴
慧
、
書
史
に
渉
り
女
事
に
服
勤
す
。
父
母
の
愛
を
得
て
淑
女
と
震
る
」
と
あ
り
、
ま
た
元

史
二
百
一
烈
女
俸
に
よ
れ
ば
「
劉
公
翼
の
妻
粛
氏
は
済
南
の
人
な
り
。
委
色
有
り
、
頗
る
書
史
に
通
ず
。
至
正
十
八
年
、
毛
貴
の
兵
将
に
境
を

匪
せ
ん
と
す
る
を
聞
き
、

改
ね
て
夫
と
謀
り
て
日
く
、
妥
は
詩
書
の
家
の
女
な
り
、
下
略
」
と
あ
っ
て
、

土
人
の
女
李
氏
、
競
氏
は
経
書
と
史
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蓄
に
通
じ
た
と
い
う
が
、

こ
れ
は
彼
女
ら
が
、
控
え
目
に
み
て
も
、
男
で
い
え
ば
小
皐
課
程
を
修
了
し
た
程
度
の
儒
皐
数
養
を
身
に
つ
け
て
い

し
か
し
こ
れ
ら
の
例
は
む
し
ろ
特
殊
で
あ
っ
て
、
一
般
に
は
遁
か
に
低
い
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
滋
漢
文
英
二
十
一
虹
母
墓
誌
に
「
吾
が
甑
氏
は
族
大
に
し
て
盛
。
歳
時
昏
祭
に
は
皆
躍
節
有
り
。
吾
が
母
周
氏
は
其
の
聞
に
旋
し
て
威
な

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

儀
度
に
中
る
。
上
を
承
け
下
を
御
し
、
能
く
敬
に
し
て
恵
。
蓋
し
孝
経
論
語
に
お
い
て
も
亦
た
其
の
設
を
習
知
す
」
と
あ
り
、
松
郷
集
三
夫
人

費
氏
墓
誌
に
「
夫
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
柔
淑
、
性
穎
悟
な
り
。
総
角
撃
腕
の
と
き
よ
り
父
母
の
側
に
在
り
て
論
語
孟
子
を
請
し
、
大
義
を

知
る
。
李
夫
人
の
書
を
母
び
、
九
宮
算
皐
を
習
ふ
」
と
あ
り
、

ま
た
梧
模
集
四
劉
節
婦
序
に
「
劉
は
葉
の
衡
水
の
人
な
り
。
年
十
二
に
し
て
古

『
婦
数
ふ
れ
ば
腕
娩
と
し

一
日
諸
兄
の
請
す
る
を
聞
く
。

文
孝
経
に
通
ず
。
小
皐
書
を
見
て
、
固
く
之
を
讃
ま
ん
こ
と
を
請
ふ
。
母
許
さ
ず
。

て
聴
従
す
』

此
れ
亦
た
女
子
の
事
な
り
、
と
。

遂
に
内
外
篇
に
逼
ず
」
と
あ
る
よ
う

に
、
女
の
儒
感
激
育
は
せ
い
ぜ
い
論
語
或
は
孟
子
ま
で
と
さ
れ
、
中
に
は
劉
節
婦
の
母
の
場
合
の
よ
う
に
古
文
、
孝
経
ま
で
は
よ
い
が
、
小
島
ナ

と
い
ふ
く
だ
り
に
至
る
や
、

復
び
母
に
請
ひ
て
日
く



は
男
子
儒
準
教
育
の
基
本
書
つ
ま
り
本
格
的
儒
同
学
教
育
の
は
じ
め
で
あ
る
か
ら
女
に
は
不
必
要
と
す
る
見
識
も
通
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
女
が
儒
向
聖
教
育
を
授
け
ら
れ
る
場
合
は
一
般
に
は
識
字
数
育
に
若
干
上
の
せ
を
し
た
段
階
に
と
ど
ま
り
、
小
皐
課
程

相
嘗
の
教
育
を
修
了
し
た
者
は
少
数
の
よ
う
で
あ
る
。
女
性
は
被
数
育
の
場
合
も
、
ま
た
家
庭
教
育
を
授
け
る
場
合
も
典
籍
乃
至
数
育
段
階
が

明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
示
さ
れ
る
だ
け
の
債
値
が
あ
っ
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
。

元
代
の
就
皐
年
齢
は
八
歳
と
さ
れ
て
あ
る
が
、

史
一
百
七
十
二
斉
履
謙
俸
に
よ
れ
ば

そ
の
一
方
で
は
十
二
三
歳
に
し
て
は
じ
め
て
外
侍
に
就
く
場
合
が
往
々
あ
っ
た
。
例
え
ば
元

斉
履
謙
字
伯
恒
、
中
略
。
従
父
至
京
師
。
七
歳
讃
書
。

率
。
自
是
以
窮
理
矯
務
。
非
株
掴
伊
洛
之
書
不
讃
。

と
あ
り
、
滋
漢
文
藁
九
斉
文
麓
公
紳
道
碑
の
方
に
は
七
歳
で
讃
書
を
は
じ
め
た
こ
と
や
十
三
歳
で
外
師
に
従
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い

か
わ
り
に
「
受
準
家
庭
」
の
文
字
が
あ
っ
て
、
南
文
の
出
入
を
併
せ
て
み
る
と
、
調
円
履
謙
は
十
三
で
外
師
に
従
っ
て
理
皐
の
本
格
的
な
勉
強
を

一
過
即
能
記
憶
。
年
十
一
数
以
推
歩
星
暦
、
童
暁
其
法
。
十
三
従
師
、
聞
聖
賢
之

始
め
る
ま
で
は
家
庭
数
育
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
東
維
子
文
集
二
十
四
金
華
先
生
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
金
牽
先
生
資
漕
は
十
三
歳
で
郷

先
生
劉
臆
亀
の
も
と
に
留
ま
っ
て
同
学
業
を
授
け
ら
れ
る
ま
で
は
家
庭
教
育
を
受
け
て
い
た
と
み
な
せ
る
。
ま
た
清
容
居
士
集
二
十
八
戴
先
生
墓

誌
に
よ
れ
ば
、
戴
表
元
は
七
歳
で
古
詩
文
を
皐
び
、
十
三
で
加
冠
し
て
郷
校
に
入
り
、
里
師
に
従
っ
て
調
賦
を
習
っ
た
が
、
十
三
歳
ま
で
は
家

庭
教
育
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
金
華
文
集
三
十
二
委
源
州
知
州
致
仕
程
公
墓
誌
の
程
都
は
十
二
歳
で
郷
校
に
入
る
ま
で
、
桔
渓
集

六
題
武
州
守
張
公
奉
先
遺
棄
後
序
の
張
奉
先
は
十
三
歳
で
燕
の
名
士
史
彬
然
に
師
事
す
る
ま
で
は
家
庭
教
育
を
授
け
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

八
歳
就
皐
課
程
と
共
存
し
、
従
っ
て
家
庭
数
育
の
期
聞
が
か
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右
の
諸
例
に
見
え
る
よ
う
に
十
二
三
歳
で
は
じ
め
て
外
侍
に
就
く
就
皐
課
程
が
、

な
り
長
期
に
わ
た
る
場
合
も
稀
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
小
拳
課
程
を
家
庭
教
育
に
よ
っ
て
終
了
し
、
大
暴
課
程
入

皐
の
段
階
で
外
停
に
就
い
て
い
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
元
史
選
摩
志

一
祭
校
僚
に

(
主
冗
)
二
十
八
年
、
令
江
南
諸
路
祭
及
各
牒
同
学
内
設
立
小
祭
。

選
老
成
之
土
敬
之
。
或
自
願
招
師
、
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或
自
受
家
皐
子
父
兄
者
、
亦
従
其
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便

と
あ
る
儒
入
居
に
劃
す
る
小
皐
教
育
義
務
化
の
聖
旨
を
併
せ
み
れ
ば

一
層
判
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

ぷ王
=F 

校

数

τ主主ミ
円

元
代
の
翠
校
教
育
は
、
就
何学
年
齢
を
基
準
に
し
て
い
え
ば
、

八
歳
か
ら
十
五
歳

(成
童
)
ま
で
の
小
皐
数
育
と
、
十
五
歳
か
ら
三
十
歳
(
但
し

二
十
数
裁
ま
で
に
大
皐
課
程
を
修
了
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
)
ま
で
の
大
皐
数
育
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
で
は
廟
皐
書
院
を
中
心
と
す

る
皐
校
数
育
の
就
島平
年
齢
、
教
科
書
な
ら
び
に
教
育
課
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

付

小
同学教
育
の
年
齢

元
代
で
は
八
歳
で
小
皐
に
入
り
、
十
五
歳
で
小
向島十
数
育
の
課
程
を
修
了
し
て
大
皐
に
入
る
の
が
、

思ナ
齢
の
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
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い
て
勤
策
集
四
地
震
問
答
に
は

上
略
。
故
首
世
之
人
、
比
白
白
八
歳
入
小
泉
、
十
五
入
大
皐。

加
熱
有
不
思f
者。

と
あ
り
、

ま
た
白
雲
文
集
四
に
は

人
生
白
八
歳
皆
入
小
準
、
及
有
十
五
年
、

選
其
俊
秀
者
、

入
大
皐
以
養
成
之
。

と
あ
り
、

ま
た
程
氏
家
塾
誼
章一
自
分
年
日
程
一
に
は

白
八
歳
入
事
之
後
、
讃
小
接
正
文
。

と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
養
蒙
文
集
、
迭
胡
石
塘
北
上
序
に

古
者
八
歳
入
小
挙
、
十
五
入
大
皐
。
自
酒
掃
陸
封
以
至
雄
祭
射
御
書
数
、
以
至
窮
理
正
心
情
身
治
人
之
道
、

一
不
知
不
足
謂
土
。
今
親
之

亦
難
。



と
あ
り
、
桂
隠
文
集
一
士
口
安
興
祭
記
に

使
八
歳
入
小
皐
、
十
五
入
大
皐
者
、
皆
卓
然
魚
古
人
之
規
程
。

と
あ
り
、
白
雲
文
集
二
迭
尉
彦
明
赴
開
化
数
議
序
に

凡
民
八
歳
以
上
、
無
不
褒
而
敬
之
。
下
責
於
大
夫
士
輿
間
里
之
長
。
上
則
統
之
於
大
司
徒
。

と
あ
り
、
ま
た
宋
代
の
容
資
四
筆
一
十
二
小
皐
不
講
僚
に

古
人
八
歳
入
磨
、
敬
之
六
書
。
周
官
保
氏
之
職
責
掌
斯
事
。
欧
後
浸
腰
。

と
あ
る
如
く
、
小
皐
入
皐
は
古
来
八
歳
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
宋
元
時
代
の
識
者
た
ち
が
古
来
八
歳
入
翠
で
あ
っ
た
と
い
う
「
古
来
」
に

は
検
討
の
除
地
が
あ
る
が
、
宋
元
以
前
か
ら
八
歳
入
皐
が
標
準
で
、
元
代
で
も
小
皐
入
皐
年
齢
は
八
歳
が
基
準
と
さ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
八
歳
入
皐
が
標
準
で
は
あ
る
が
、
賞
際
に
は
八
歳
未
満
で
入
皐
す
る
も
の
が
あ
る
。
元
史
一
百
八
十
九
儒
翠
俸
に
つ
け
ら
れ
た
陳

機
は
、
五
歳
で
小
皐
に
入
り
、
た
だ
ち
に
経
史
を
渉
識
し
て
、
七
歳
で
進
士
業
に
通
じ
、
十
五
に
し
て
郷
人
み
な
之
を
師
と
し
た
と
い
う
。
陳

擦
の
場
合
は
南
宋
末
期
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
元
代
に
お
い
て
も
五
歳
入
率
の
例
は
東
維
子
文
集
二
十
五
蒋
生
元
家
銘
や
鞍
耕
録
七
組
貌
公
書

⑮
 

重
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
六
歳
入
皐
の
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
早
け
れ
ば
五
六
歳
で
入
皐
す
る
場
合
も
あ
る
が
、

一
般
に
は
閉
居
叢

稿
一
十
八
鱈
鶏
字
張
童
子
序
に

夫
児
童
七
八
歳
入
小
皐
。
執
筆
事
朱
。
始
能
成
字
、
唇
助
襟
袖
皆
黒
、
古
今
天
下
皆
然
也
。

と
あ
る
よ
う
に
七
八
歳
入
拳
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

小
挙
課
程
を
修
了
す
れ
ば
ひ
き
つ
づ
い
て
大
皐
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
小
皐
修
了
の
標
準
年
齢
は
十
五
歳
で
あ
る
。
し
か
し
現
賓
に
は
そ

れ
よ
り
早
い
場
合
が
往
々
で
あ
る
。
程
氏
家
塾
讃
室
自
分
年
日
程
は
後
述
の
如
く
延
一
両
年
聞
に
開
始
さ
れ
た
科
事
を
目
指
す
謹
書
(
勉
撃
)
数
本

で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
巻
に
小
皐
課
程
の
数
科
書
を
列
奉
し
、
績
け
て

547 
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前
自
八
歳
、

約
用
六
七
年
之
功、

則
十
五
歳
前
、
小
皐
書
四
書
諸
経
正
文
、
可
以
量
畢
。

と
述
、ベ
て
、
八
歳
以
前
か
ら
入
皐
し
、
ほ
ぼ
六
七
年
の
努
力
を
す
れ
ば
、
十
五
歳
よ
り
前
に
小
皐
課
程
の
数
科
書
を
輩
く
畢
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
レ
ぅ
。
す
な
わ
ち
八
歳
以
前
の
繰
り
上
げ
入
撃
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
早
け
れ
ば
十
一

二
歳
、
遅
く
て
も
十
三
四
歳
で
小
皐
を
修
了
し
て

大
墜
に
入
摩
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
前
章
に
小
泉
課
程
を
家
庭
教
育
に
よ

っ
て
修
了
し
た
者
が
十
二
三
歳
に
し
て
は
じ
め
て
外
侍
に
就
く

場
合
が
往
々
あ
っ
た
旨
の
指
摘
を
し
た
が
、

家
庭
で
早
期
一
貫
敬
育
を
施
せ
ば
、
十
二
三
歳
で
は
じ
め
て
皐
校
に
入
り
、

か
か
る
例
が
決
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
ち
に
大
皐
課
程

を
鼠平
廻
国
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、

仁)

小
恩
十
数
育
の
課
程

本
節
で
は
小
島
千
の
敬
科
書
を
中
心
に
し
て
、
小
同
学
数
育
の
課
程
を
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

小
向
学
教
育
の
最
初
の
数
科
書
は
孝
経
ま
た
は
小
摩
書
で
あ
っ
た
。
朱
子
撃
の
早
く
普
及
し
た
江
南
で
は
小
皐
次
い
で
孝
経
に
及
び
、
漢
地
で

も
や
が
て
小
拳
警
が
先
と
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

こ
の
雨
者
が
元
代
に
お
け
る
儒
皐
数
育
の
入
門
書
で
あ
っ

た
こ
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と
は
紛
れ
な
い
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
は

一
一
隆
論
語
で
あ
り
、
績
い
て
孟
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
家
庭
教
育
で
孝
経
論
語
孟
子
を
記
請
さ
せ
た
の
は

小
皐
数
育
の
先
取
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
以
下
し
ば
ら
く
元
代
小
皐
数
育
の
数
科
書
皐
習
の
順
序
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
元
史

一
百
九
十
儒
皐

俸
に
つ
け
ら
れ
た
伯
顔
俸
に
よ
れ
ば

(
伯
頚
)
六
歳
従
里
儒
、
授
孝
経
論
語
、
即
成
語
。

と
あ
り
、
蒙
古
暗
刺
魯
氏
の
伯
顔
は
六
歳
で
里
儒
に
従
い
、
ま
づ
孝
経
つ
い
で
論
語
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
里
儒
と
は
雲
棲
集
一
十
八
食
景

隆
墓
誌
に

「
〈
食
)
景
隆
名
膝
元
は
儒
を
業
と
し
博
敏
な
り
。
嘗
て
里
中
の
儒
先
生
曾
子
良
に
従
ひ
て
皐
ぶ
」
と
あ
る
里
中
の
儒
先
生
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
元
史
一
百
八
十
三
王
思
誠
俸
に
も

王
思
誠
字
致
道
、
充
州
岐
陽
人
也
。
天
資
過
人
。
七
歳
従
師
、
授
孝
経
論
語
。
家
本
業
農
。



と
あ
り
、
こ
れ
ま
た
就
撃
す
る
や
孝
鰹
論
語
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
朱
子
皐
普
及
の
尖
兵
と
も
い
う
べ
き
小
拳
書
は
先
づ
江
南
に

普
及
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
朱
子
皐
涯
は
こ
れ
を
も
っ
て
最
優
先
の
数
科
書
と
し
た
。
程
氏
家
塾
讃
書
分
年
日
程
の
撰
者
程
端
陸
、

字
敬
叔
は
元
史
一
百
九
十
儒
皐
俸
の
本
俸
に
よ
れ
ば
慶
元
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
陸
九
淵
氏
の
昼
を
奉
ぜ
ず
、

準
で
あ
る
が
、
そ
の
讃
書
分
年
日
程
一
に

自
八
歳
入
皐
之
後
、
讃
小
拳
書
正
文
。

ひ
と
り
朱
子
皐
を
信
奉
し
た
碩

と
あ
っ
て
、
小
皐
書
を
最
初
の
数
科
書
に
指
定
す
る
。
小
皐
書
は
元
史
一
百
九
十
儒
皐
俸
に
つ
け
ら
れ
た
熊
朋
来
俸
に

(
熊
朋
来
)
隠
鹿
州
里
開
。
生
徒
受
事
者
常
百
数
十
人
。
取
朱
子
小
筆
書
、
提
其
要
領
以
示
之
。
皐
者
家
停
其
書
、
幾
遍
天
下
。

と
あ
る
如
く
、
天
下
に
遍
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
儒
皐
入
門
書
な
の
で
あ
る
。
熊
朋
来
は
南
宋
末
準
土
に
拳
げ
ら
れ
た
が
、
南
宋
滅
亡
後
珠
章

に
隠
れ
た
。
の
ち
一
繭
州
路
儒
準
教
授
に
拳
げ
ら
れ
、
廟
皐
典
躍
五
行
蓋
坐
下
憲
司
講
究
皐
校
便
宜
僚
に
つ
け
ら
れ
た
廟
皐
書
院
規
程
の
作
成
に

参
劃
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
子
僚
の
小
皐
に
関
す
る
規
程
に
次
の
如
く
あ
る
。

諸
生
所
講
誼
書
、
合
用
朱
文
公
小
皐
書
掲
先
。
・
次
及
孝
経
論
語
。
早
長
合
先
講
小
皐
書
。
午
後
随
長
幼
敏
鈍
、
分
授
他
書
。
孝
経
合
用
文

公
刊
誤
本
。
語
孟
用
文
公
集
註
。
詩
書
用
文
公
集
停
訂
定
停
本
講
読
。
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こ
の
廟
皐
書
院
規
程
は
成
宗
元
貞
元
年
ハ
一
二
九
五
年
)
全
土
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
小
撃
の
固
定
数
科
書
と
し
て
小
摩
、
孝

経
、
論
語
、
孟
子
、
詩
経
、
書
鰹
が
指
定
さ
れ
、
教
師
が
授
書
す
る
に
あ
た
っ
て
は
い
ず
れ
も
朱
子
の
注
樫
書
を
用
い
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
小
事
で
は
少
く
と
も
詩
経
、
室
田
鰹
ま
で
は
習
皐
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
小
皐
に
お
け
る
小
皐
書
の
最
優
先
順
位
な

@
 

ら
び
に
朱
子
皐
数
科
書
の
採
用
を
規
程
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
熊
朋
衆
の
力
が
大
き
く
輿
か
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
南
宋
末
、
朱
子

翠
は
南
宋
領
域
内
で
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
の
漢
地
に
普
及
し
は
じ
め
、
世
租
フ
ピ
ラ
イ
汗
の
漢
人
顧
問
で
あ
り
、
因
子
準

の
創
設
者
で
あ
る
許
衡
ら
の
熱
烈
な
支
持
を
受
け
て
、
徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
部
健
夫
「
元
代
知
識
人
と
科
奉
」

(
『
元
代
史
の
研
究
』
〉
に
詳
し
い
。
そ
の
朱
子
皐
普
及
の
尺
度
と
な
る
の
は
小
皐
書
と
四
書
集
注
の
普
及
で
あ
る
。
小
摩
書
は
朱
子
皐
の
普
及
に
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つ
れ
て
漢
地
に
お
い
て
も
最
優
先
の
数
科
書
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
奉
元
の
醇
儒
驚
烈
は
集
賢
皐
士
、
園
子
司
業
、
集
賢
侍
議
接
土
を
累

授
さ
れ
た
が
皆
赴
か
ず、

最
後
に
集
賢
皐
土
園
子
祭
酒
に
除
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
も
ま
た
回
世
附
し
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
が
、

元
史
一
百

八
十
九
儒
翠
俸
に
つ
け
ら
れ
た
本
俸
に

其
数
人
必
自
小
皐
始
。

と
あ
る
如
く
、

そ
の
教
育
に
あ
た

っ
て
は
必
ず
小
摩
書
か
ら
始
め
た
と
い
う
。

ま
た
同
右
、
韓
捧
俸
に
よ
れ
ば

其
数
聞
筆
者
、
難
中
歳
以
後
、
亦
必
使
自
小
準
等
書
始
。

と
あ
る
如
く
、

奉
元
の
碩
儒
韓
鐸
は
皐
者
が
中
歳
以
後
で
あ
っ
て
も
必
.
す
小
屋a

等
の
書
か
ら
と
り
か
か
ら
せ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で

紹
介
し
た
諸
記
事
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
向
学
、
孝
程
に
次
ぐ
の
は
論
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
元
代
に
お
い
て
は
小
準
課
程
早
期
の
教
科
書

(先
生
)
甫
六
歳
、

(
康
)
石
漢
敬
之
孝
経
論
語
孟
子
、
随
口
成
語
。
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で
あ

っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
そ
し
て
論
語
に
次
ぐ
の
は
孟
子
で
あ
っ
た
。
環
谷
集
に
つ
け
ら
れ
た
環
谷
先
生
行
献
に
よ
れ
ば

と
あ

っ
て、

環
谷
先
生
涯
克
寛
は
六
歳
に
し
て
、
外
租
石
渓
先
生
康
鼎
貧
に
従
い
、
孝
組
、
論
語
、
孟
子
の
順
に
数
え
ら
れ
た
と
い
い
、
ま
た

先
掲
松
郷
集
三
夫
人
費
氏
墓
誌
に
、
幼
時
父
母
の
側
に
在
っ
て
論
語
孟
子
を
請
し
た
と
あ
り
、
ま
た
元
史
選
翠
志
一
同
学
校
、
因
子
皐
僚
に
は
儒

聞
用
干
の
教
科
書
を
列
撃
し
て
、

九
讃
書
、
必
先
孝
鰹
小
同月子論語
、
孟
子
大
皐
中
庸
、

次
及
詩
書
躍
記
周
隆
春
秋
易
。

@
 

と
す
る
。
こ
の
順
序
は
皐
習
課
程
の
順
序
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
論
語
に
次
い
で
孟
子
、

次
い
で
大
摩
、
中
庸
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
み
て
く
る
と
、
論
語
の
衣
に
孟
子
が
来
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
園
子
撃
で
は
孝
経
が
小
墜
に
優
先
し
て
い
る

が
、
右
記
事
は
至
元
二
十
四
年
園
子
皐
設
立
時
の
定
例
の
一
部
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
時
黙
に
お
い
て
は
、
園
子
撃
で
は
漢
地

の
慣
行
が
優
先
し
て
孝
鰹
が
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
週
の
如
く
、
元
貞
元
年
全
土
に
施
行
さ
れ
た
廟
皐
書
院
規
程
の
作



定
と
同
時
に
小
摩
書
優
先
に
改
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
右
の
園
子
皐
僚
に
よ
れ
ば
孟
子
の
次
に
大
皐
と
中
庸
が
置
か

れ
、
そ
の
次
に
詩
経
書
経
躍
記
周
躍
春
秋
易
経
が
置
か
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
順
序
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
敷
延
す
れ
ば
皐
習
課
程
の
順
序
を
示

し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
先
述
の
如
く
、
少
く
と
も
詩
経
書
粧
ま
で
は
小
皐
課
程
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
大
皐
と
中
庸
は
周
知
の

如
く
と
も
に
躍
記
の
一
篇
が
抽
出
さ
れ
、
論
語
孟
子
と
並
べ
ら
れ
て
四
書
の
一
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
孟
に
繋
が
れ
る
の
は
安
嘗
で

⑮
 

あ
る
。
さ
ら
に
、
つ
づ
い
て
紹
介
す
る
程
氏
家
塾
讃
書
分
年
日
程
一
に
つ
け
ら
れ
た
讃
書
順
序
や
、
元
朝
典
故
編
年
考
六
園
拳
貢
試
之
法
僚
に

園
(
子
)
皐
を
上
中
下
三
粛
に
分
け
、
六
経
は
上
粛
の
課
業
と
し
て
い
る
の
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
図
書
が
六
経
に
先
ん
じ
、
小
皐
課
程
で
は
六

経
よ
り
も
四
書
に
よ
り
重
貼
が
置
か
れ
、
大
皐
課
程
で
は
六
経
に
重
貼
が
置
か
れ
た
と
概
言
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
程
氏
家
塾
讃
書
分
年
日
程
一
に
つ
け
ら
れ
た
謹
書
の
順
序
は

小
摩
書
畢
。
次
讃
大
同
学
経
博
正
文
。
中
略
。
次
謹
論
語
正
文
。
次
讃
孟
子
正
文
。
次
讃
中
庸
正
文
。
次
讃
孝
経
刊
謀
。
下
略
。

と
あ
っ
て
、
小
皐
論
語
孟
子
中
庸
の
順
序
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
順
序
の
大
綱
通
り
で
あ
る
が
、
小
同
月
子
書
の
衣
に
大
皐
が
入
り
、
孝
鰹
は
図
書
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の
後
に
廻
さ
れ
る
。
同
書
は
皐
者
に
讃
室
田
(
勉
皐
〉
の
心
得
や
謹
書
の
順
序
、
方
法
を
懇
切
に
説
い
た
も
の
で
、
撰
者
程
端
躍
(
字
敬
叔
〉
の
序

に
よ
れ
ば
、
延
一
茄
元
年
元
朝
の
科
撃
が
朱
子
皐
に
立
脚
し
て
創
始
さ
れ
た
の
を
機
に
、
目
標
を
科
奉
の
た
め
の
高
度
の
勉
皐
に
置
き
、
組
術
優

先
の
方
針
に
基
づ
い
て
編
逃
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
要
領
は
一
に
輔
漢
卿
所
梓
の
朱
子
讃
書
法
に
本
づ
レ
て
修
し
、
こ
れ
に
先
儒
の

論
を
参
照
し
て
鋭
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
序
に
よ
れ
ば

定
安
劉
侯
謙
父
見
郷
友
錯
山
敬
授
程
君
敬
叔
請
書
分
年
日
程
書
、
大
善
之
、
停
余
震
之
序
。
既
摘
貸
刊
版
、
以
之
師
数
北
方
之
皐
者
失
。

今
敬
叔
重
信
用
制
定
。
其
門
人
興
郷
友
叉
指
賞
、
刊
子
南
東
之
家
塾
。
中
略
。
敬
叔
職
数
江
左
同
学
校
者
四
十
年
。
所
至
以
此
篤
数
而
賜
其
傍

以
求
質
盆
。
中
略
。
元
統
三
年
十
一
月
朔
、
前
武
林
郡
文
拳
南
東
醇
観
虚
静
父
識
。

と
あ
る
如
く
、
こ
の
数
程
は
康
く
江
左
一
帯
に
普
及
し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
江
南
に
或
は
更
に
北
方
漢
地
に
ま
で
俸
播
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
程
氏
一
門
の
み
の
も
の
に
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
に
お
け
る
同
類
の
他
書
の
有
無
に
つ
い
て
は
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さ
だ
か
で
な
い
が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
本
書
と
大
差
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
こ
の
讃
書
分
年
日
程
は
嘗
時
の
江
南
に
お
け
る
科
奉
志

草
者
の
基
本
数
程
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

儒
風
午
(
朱
子
皐
〉
に
依
り

科
撃
に
由
っ
て
登
庸
さ
れ
ん
と
す
る
挙
者
は
、
自
ら
と

妥
協
す
る
の
を
許
さ
れ
な
い
吠
況
下
に
お
か
れ
、
本
格
的
か
つ
数
果
的
な
謹
書
を
強
い
ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
か
ら
、
本
語
書
分
年
日
程
は

大国千
謀
程
を
了
え
る
ま
で
の
一
貫
教
育
を
標
携
し
て
、
最
も
最
し
い
計
重
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
事
(
経
停
正
文
)
が
小
皐
書
の
次
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
孝
経
刊
誤
が
後
に
廻
さ
れ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
世
間
一
般
の
課
程
と
は
意
識
的
に
努
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
同

右
一
に
は
先
掲
の
小
皐
課
程
の
讃
書
目
を
更
に
績
け
て

次
讃
易
正
文
。
中
略
。
次
請
書
正
文
。
次
讃
詩
正
文
。
衣
誼
儀
雄
弁
瞳
記
正
文
。
次
讃
周
直
正
文
。
次
讃
春
秋
経
弁
三
惇
正
文
。

と
あ
げ
て
、
易
経
、
書
組
、
詩
程
、
儀
躍
躍
記
、
周
趨
、
春
秋
の
順
に
六
経
の
正
文
を
謹
む
こ
と
に
す
る
、
と
い
う
。

前
自
八
歳
、
約
用
六
七
年
之
功
、
則
十
五
歳
前
、
小
翠
書
四
書
諸
経
正
文
、
可
以
霊
畢
。

つ
い
で

と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
先
に
あ
げ
ら
れ
で
あ
っ
た
小
摩
書
、

図
書
、
孝
経
な
ら
び
に
六
経
の
正
文
が
小
島
課
程
の
主
要
数
科
書
で
あ
り
、
六
経
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の
正
文
ま
で
が
必
須
の
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
大
向
学
課
程
に
お
い
て
は
、
右
の
後
文
に
よ
れ
ば
四
書
集
注
及
び
或
問
、
或
は
六

経
に
つ
い
て
は
諸
注
疏
の
類
に
よ
っ
て
、
小
向
学
課
程
と
同
じ
数
科
書
を
一
段
と
深
化
研
錯
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
程
は
嘗
時
の
最
先

端
を
ゆ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
般
の
課
程
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
右
の
よ
う
な
小
翠
課
程
に
お
け
る
正
文

主
義
に
劃
し
て
、

四
書
そ
れ
ぞ
れ
の
集
注
更
に
は
句
解
書
の
類
を
ゆ
っ
く
り
辿
っ
て
行
く
課
程
も
一
方
に
は
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
こ
ち
ら
の

方
は
遥
か
に
図
書
に
時
聞
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
上
に
加
え
て
小
皐
課
程
で
一
わ
た
り
六
経
を
お
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
或
は
六
経

の
若
干
書
に
と
ど
ま
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
定
字
集
一
十
七
曹
弘
費
四
書
護
明
序
に
よ
れ
ば

自
朱
文
公
四
書
行
世
、
息
一
者
童
而
習
之
。
或
病
其
不
能
膿
通
也
、
魚
語
孟
句
解
、
取
集
註
語
、
裂
而
附
之
。
刊
本
如
腕
。

と
あ
っ
て
、
図
書
の
入
門
解
読
書
が
諸
種
入
り
飽
れ
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
む
し
ろ
科
事
の
施
行
に
封
醸
し
て
程
氏
方
式
が
普
及
す
る

四
書
に
年
月
を
費
す
小
皐
課
程
の
方
が
現
寅
封
雁
方
式
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
で
は
、
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小
皐
課
程
で
は
右
に
あ
げ
た
経
書
の
外
に
、
史
書
が
授
け
ら
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
数
科
書
は
逼
鑑
で
あ
る
。

同

大
皐
教
育
の
課
程
と
年
齢

大
準
数
育
の
課
程
に
つ
い
て
纏
ま
っ
た
技
連
は
程
氏
家
塾
讃
書
分
年
日
程
に
み
え
る
。
同
書
は
先
越
の
如
く
科
奉
数
程
書
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
数
程
は
経
書
、
史
書
、
詞
章
な
ど
に
閲
す
る
最
も
数
率
的
か
つ
高
度
の
数
育
水
準
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ

故
種
々
様
々
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
大
皐
課
程
群
の
中
で
は
模
範
的
な
も
の
と
さ
れ
、
牽
引
車
的
役
割
を
果
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

の
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
本
書
の
構
成
に
従
い
元
代
の
代
表
的
な
大
皐
敬
育
の
課
程
を
段
階
的
に
紹
介
す
る
。

大
泉
入
撃
の
標
準
年
齢
は
十
五
歳
で
あ
っ
た
が
、
早
け
れ
ば
十
三
四
歳
で
小
皐
課
程
を
修
了
し
て
入
皐
す
る
者
も
多
く
、
逆
に
十
五
歳
を
こ
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え
て
入
摩
す
る
者
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
或
は
十
五
歳
で
入
摩
す
る
も
の
の
一
端
の
お
く
れ
を
も
っ
て
入
る
者
も
あ
る
。
程
氏
家
塾
讃
書
分

自
十
五
志
皐
之
年
、
即
嘗
尚
志
、
震
祭
以
道
魚
志
、
震
人
以
聖
魚
志
。
自
此
依
朱
子
法
、
譲
四
書
注
。
或
十
五
歳
前
、
用
工
失
時
失
序
者
、

止
従
此
起
使
讃
大
皐
章
句
或
問
、
伯
粂
補
小
良
平
書
。
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年
日
程
一
に

と
あ
る
如
く
で
あ
る
。
授
業
は
全
生
員
を
一
堂
に
舎
し
て
行
う
場
合
と
、
讃
書
別
に
班
を
編
成
し
て
行
う
場
合
と
に
大
別
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
皐

年
制
で
は
な
い
か
ら
、
四
月
子
力
階
程
を
基
準
に
し
て
い
え
ば
同
一
班
1

同
一
階
程
ー
に
は
一
躍
標
準
的
な
年
齢
の
も
の
を
中
心
に
し
て
そ
の
前
後

に
年
齢
の
違
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
年
齢
幅
は
数
年
と
み
て
よ
い
。
逆
に
年
齢
を
基
準
に
し
て
い
え
ば
、
同
じ
年
齢
の
者
が
上
下
の
班
に
披
散

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
入
準
時
に
お
け
る
上
下
の
格
差
は
修
了
時
ま
で
に
援
が
り
こ
そ
す
れ
縮
ま
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
修
了
時
の
年
齢
差

は
可
成
り
の
幅
に
な
る
。
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大
築
課
程
は
三
段
階
に
大
別
さ
れ
る
。
先
ず
第
一
段
階
は
大
皐
章
句
或
聞
を
最
初
の
教
科
書
と
し
、
程
氏
家
塾
謹
書
分
年
日
程
一
に

大
事
章
句
或
間
畢
。
次
讃
論
語
集
注
。
次
讃
孟
子
集
注
。
次
讃
中
庸
章
句
或
問

0

・
次
紗
讃
論
語
或
問
之
合
子
集
注
者
。
次
紗
讃
孟
子
或
問
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之
合
子
集
並
者
。

と
あ
る
順
序
で
謬
習
が
進
行
す
る
。
こ
の
四
書
の
住
及
び
或
聞
が
お
わ
る
と
本
経
(
六
経
)
に
入
り
、

順
に
傍
注
を
あ
わ
せ
な
が
ら
修
得
す
る
。
こ
こ
ま
で
が
第
一
段
階
で
あ
り
、
右
日
程
に
は

周
易
、
向
書
、

詩
経
、
薩
記
、
春
秋
の

前
自
十
五
歳
、
誼
図
書
経
注
或
問
本
経
傍
注
性
理
諸
室
弓
確
守
讃
書
法
六
候
、
約
用
三
四
年
之
功
、
重
夜
専
治
、
無
非
矯
己
之
賓
皐
。
下

目各

と
あ

っ
て
、
こ
れ
に
三
四
年
を
要
す
る
と
い
う
。
ま
た
右
文
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
皐
入
皐
の
貫
際
の
年
齢
は
早
け
れ
ば
十
三
四
歳

が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
を
お
え
る
年
齢
は
標
準
年
齢
で
い
え
ば
十
八
九
歳
で
あ
る
が
、
早
け
れ
ば
十
六
七
歳
と
み
て
よ
い
。

第
二
段
階
は
同
右
二
に

四
書
本
経
既
明
之
後
、
自
此
日
看
史
。
仰
五
日
内
専
分
二
日
、
倍
温
玩
索
図
書
経
注
或
問
本
経
傍
注
、
倍
温
諸
経
正
文
、
夜
間
讃
看
玩
索
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温
看
性
理
書
。
並
如
前
法
。

と
あ
っ
て
、
経
書
な
ど
の
復
習
を
並
行
さ
せ
な
が
ら
史
書
を
ま
ず
主
瞳
と
し
て
皐
習
す
る
。
右
文
に
績
け
て

看
通
鑑
。

看
過
鑑
、
及
参
綱
目
。
雨
漢
以
上
参
看
史
記
漢
書
、
唐
参
唐
書
沼
氏
唐
鑑
。

と
あ
る
如
く
、
基
軸
と
な
る
の
は
通
鑑
で
あ
る
。
史
書
が
一
段
落
す
る
と
、
韓
文
を
中
心
に
文
章
を
、

聞
の
性
理
書
の
復
習
が
畢
る
と
そ
の
あ
と
を
制
度
書
に
引
き
縫
が
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
二
段
階
を
修
得
す
る
と
、

第
三
段
階
に
入
る
。

つ
い
で
楚
鮮
を
中
心
に
賦
を
皐
び
、
夜

い
よ
い
よ
仕
上
げ
の

第
三
段
階
は
同
右
に

通
鑑
韓
文
楚
僻
既
看
既
誼
之
後
、
約
締
二
十
歳
、
或
二
十
一
二
歳
。
何
以
毎
日
早
飯
前
循
環
、
倍
温
玩
索
図
書
鰹
注
或
間
本
鰹
傍
注
諸
経

正
文
、
温
看
史
、
温
讃
韓
文
楚
僻
之
外
、
以
一
一
一
一
一
年
之
工
専
力
皐
文
、
既
有
事
識
、
叉
知
文
鐙
、
何
文
不
可
作
。

と
あ
る
如
く
、
第
一
、
二
段
の
復
習
を
並
行
し
な
が
ら
科
奉
の
受
験
技
術
で
あ
る
作
文
力
を
緬
養
す
る
段
階
で
、
策
、
鰹
問
、
経
義
、
古
賦
、



古
建
制
詰
章
表
に
封
躍
す
る
訓
練
を
行
な
う
。
右
文
に
よ
れ
ば
第
二
段
階
を
畢
る
年
齢
が
早
け
れ
ば
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
、
或
は
二
十
一
二
歳
で

あ
り
、
こ
れ
に
第
三
段
の
二
三
年
を
加
算
す
る
と
、
早
け
れ
ば
わ
ず
か
二
十
二
三
歳
或
は
二
十
四
五
歳
で
科
奉
に
麿
ず
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
同
右
に
よ
れ
ば
前
掲
文
を
繰
り
返
し
確
認
す
る
形
で
次
の
如
く
あ
る
。

仰
以
毎
日
早
飯
前
、
倍
温
四
書
経
注
或
間
本
経
傍
注
諸
経
正
文
、
温
史
、
夜
間
考
索
制
度
書
、
温
看
性
理
書
、
如
前
法
。
幕
以
二
三
年
工

皐
文
之
後
、
縁
二
十
二
三
歳
或
二
十
四
五
歳
、
自
此
可
以
鹿
島
争点矢
。

科
奉
を
目
標
と
す
る
大
皐
課
程
の
大
略
は
以
上
で
畢
り
、
そ
の
後
は
そ
の
徐
の
経
、
史
、
子
、
集
、
音
義
、
努
詮
等
の
書
を
皐
び
、
古
文
に

親
し
み
、
徳
行
に
蹴
む
こ
と
を
以
て
儒
士
の
心
が
け
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
同
右
に

右
分
年
日
程
、
一
周
朱
子
之
意
修
之
。
如
此
請
書
拳
文
皆
掛
、
雄
二
十
二
三
歳
、
或
二
十
四
五
歳
。
若
緊
著
課
程
、
叉
未
必
至
此
時
也
。

雄
前
所
云
失
時
失
序
者
、
不
過
更
靖
二
三
年
耳
。
大
抵
亦
在
三
十
歳
前
皆
掛
也
。

と
あ
る
穂
括
的
な
一
文
は
重
要
な
意
味
を
内
包
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
第
一

一は
、
程
端
躍
に
代
表
さ
れ
る
科
事
登
庸
に
重
黙
を
置
く
儒
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開学
官
乃
至
儒
人
は
臆
拳
の
年
齢
線
を
二
十
数
歳
に
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
大
皐
課
程
修
了
年
齢
を
努
力
次
第
で
は

年
少
な
れ
ば
二
十
歳
、
卒
凡
に
行
っ
て
も
三
十
歳
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
課
程
は
科
曲
第
針
醸
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
単
に
科
事
を

目
標
に
し
た
程
端
躍
ら
の
経
験
則
に
の
み
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、
課
程
内
容
に
多
少
の
差
は
あ
り
な
が
ら
も
、
嘗
時
の
儒
聞
学
教
育
機
関
に
共

通
す
る
経
験
則
に
基
づ
い
て
い
る
と
見
倣
し
て
大
過
な
い
。
な
ぜ
な
ら
延
結
以
前
の
廟
皐
書
院
は
現
賓
に
は
吏
員
登
用
を
目
指
す
儒
人
層
の
数

育
を
措
嘗
し
て
い
た
が
、
同
時
に
宋
以
来
の
俸
統
を
引
く
儒
皐
官
の
養
成
機
関
で
も
あ
っ
て
、
科
奉
健
制
へ
の
適
合
能
力
を
十
分
に
内
包
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
延
一版
科
事
に
封
臆
し
て
出
版
普
及
を
み
た
讃
書
分
年
日
程
は
そ
の
寅
行
を
慶
く
江
湖
に
求
め
た
が
、
も
っ
と
も
期
待
さ
れ

た
の
は
、
程
端
躍
本
人
が
皐
官
と
し
て
経
歴
し
た
廟
摩
書
院
に
相
違
な
い
。
ま
た
嘗
時
の
廟
拳
書
院
は
朱
子
皐
が
制
覇
し
、
そ
の
面
で
も
程
端

躍
に
代
表
さ
れ
る
科
奉
封
雁
論
者
と
廟
皐
書
院
と
の
聞
に
は
共
通
要
素
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
右
に
示
し
た
科
事
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封
謄
型
の
大
皐
課
程
在
開
学
年
齢
の
上
限
と
、

廟
閉
戸
干
典
躍
五
行
蓋
坐
下
憲
司
講
究
皐
校
便
宜
篠
(
元
貞
元
年
、
一
二
九
五
年
〉
及
び
同
右
、

行
省
坐



556 

下
監
察
御
史
申
明
皐
校
規
式
保
(
大
徳
元
年
、

に
つ
け
ら
れ
た
大
畢
生
員
の
在
皐
義
務
年
齢
三
十
歳

l
途
中
皐
官
或
は
吏
員
と
し

て
出
途
に
つ
い
た
も
の
が
在
皐
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
!
と
が
一
致
す
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
く
、
ひ
い
て
は
一
定

@
 

の
課
程
を
修
了
し
て
出
途
に
つ
く
年
齢
線
も
誼
書
分
年
日
程
に
期
待
さ
れ
る
庭
事
年
齢
線
と
大
差
が
な
い
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

一
二
九
七
年
)

む

す

び

元
代
の

一
般
的
か
つ
代
表
的
儒
聞
学
教
育
機
関
で
あ
る
廟
摩
書
院
の
数
育
課
程
に
つ
い
て
、

そ
の
大
綱
を
段
階
的
に
整
理
し
た
結
果
、
以
下
の

よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

一
、
元
代
に
於
て
も
土
人
の
家
庭
数
育
は
儒
翠
の
基
礎
教
育
乃
至
繰
り
上
げ
数
育
と
し
て
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
。
従
っ

て
小
皐
入
皐
の
基
準

年
齢
で
あ
る
八
歳
以
前
に
入
察
す
る
者
も
多
く
、

一
般
に
は
七
八
歳
入
皐
と
考
え
て
よ
い
。
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二
、
大
壌
入
貝
干
の
基
準
年
齢
は
十
五
歳
で
あ
る
が
、
小
皐
教
育
を
早
く
修
了
す
る
者
や
、
小
皐
課
程
を
家
庭
教
育
に
よ
っ
て
早
く
修
了
す
る
者

は
、
十
五
歳
以
前
に
大
皐
に
入
り
、
そ
の
数
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
加
え
て
数
育
課
程
は
小
皐
か
ら
大
皐
に
か
け
て
一
貫
し
、
し
か
も
皐
年

制
で
な
く
、
教
科
書
を
基
準
に
し
て
編
成
さ
れ
た
班
衣
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
能
力
と
努
力
次
第
で
は
同
年
齢
で

あ
っ
て
も
格
差
が
つ
き
易
か
っ
た
。
従
っ
て
大
暴
課
程
終
了
時
貼
で
は
年
少
な
ら
ば
二
十
歳
、
年
長
な
ら
ば
三
十
歳
と
い
う
年
齢
差
が
生
じ

た
。
し
か
し
一
般
に
は
二
十
数
歳
で
課
程
を
修
了
す
る
者
が
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
課
程
そ
の
も
の
が
、

編
成
さ
れ
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
年
齢
線
を
想
定
期
待
し
て

三
、
朱
子
製
が
全
土
に
普
及
し
て
か
ら
は
、
数
科
書
及
び
そ
の
同
学
習
順
序
が
園
家
に
よ
っ
て
統
一
的
に
規
程
化
さ
れ
少
く
と
も
廟
摩
書
院
で
は

そ
れ
が
守
ら
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

教
育
課
程
を
中
心
に
論
じ
な
が
ら
大
綱
の
み
に
止
ま
り
、

そ
の
細
部
例
え
ば
日
程
及
び
諸
教
科
の
組
み
合
せ
配
分
、

日
常
行
事
、
生
員
の
数



と
編
成
、
数
師
と
授
業
方
法
、
課
試
等
に
つ
い
て
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
御
諒
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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註①
元
代
の
儒
皐
教
育
機
関
の
種
別
及
び
組
織
に
つ
い
て
は
後
日
夜
表
の
預

定
で
あ
る
。

②
廟
皐
典
雄
五
行
墓
坐
下
憲
司
講
究
拳
校
便
宜
僚
の
一
節
に
「
各
庭
郷
村

小
皐
訓
蒙
童
師
、
所
在
州
豚
皐
官
母
得
妄
行
勾
擾
、
有
妨
皐
業
。
前
件
議

得
、
各
慮
郷
村
小
皐
訓
蒙
童
師
、
乃
訓
詩
人
家
子
弟
、
輿
路
府
州
豚
別
無

統
掻
。
援
行
移
姿
。
各
路
禁
約
相
態
」
と
あ
っ
て
、
各
庭
の
郷
村
に
は
公

的
に
廟
皐
と
統
掻
関
係
の
な
い
、
そ
し
て
課
程
上
も
大
皐
に
直
接
し
な
い

小
皐
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

③
唐
代
の
州
懸
皐
の
普
及
と
表
時
四
に
つ
い
て
は
多
賀
秋
五
郎
「
唐
代
教
育

史
の
研
究
」
(
不
昧
堂
書
庖
、
昭
和
二
十
八
年
〉
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

@
元
代
の
金
華
文
集
一
十
四
重
修
月
泉
書
院
記
に
よ
れ
ば
「
籍
親
、
在
昔

郡
勝
未
有
皐
之
時
、
天
下
惟
四
書
院
。
其
在
大
江
以
南
、
湾
之
獄
麓
南
康

之
自
鹿
洞
而
己
。
三
奥
百
容
所
無
有
也
L

と
あ
っ
て
、
五
代
宋
初
の
皐
校

の
大
勢
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。
な
お
嘗
時
の
書
院
に
つ
い
て
は
、
盛

朗
西
編
「
中
図
書
院
制
度
」
ハ
中
華
書
局
、
民
図
二
十
三
年
〉
、
林
友
春

「
唐
、
宋
書
院
の
愛
生
と
そ
の
教
育
」
(
畢
習
院
大
皐
文
筆
研
究
年
報
二
〉

を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤

寺

田
剛
「
宋
代
教
育
史
」
第
一
章
第
五
節
参
照
。

@
同
右
、
第

一
章
第
六
節
。

⑦

同

右、

第
四
章
第
三
節
。

③
同
右
、
第
六
章
第
六
節
。

⑨
同
右
、
第
七
章
。

⑮
同
右
、
後
篇
、
第
二
阜
、
第
五
、
七
節
。

⑪
元
代
廟
皐
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
九
霊
山
房
集
一
十
一
上
海
横
渓
義
塾

記
に
「
自
京
師
及
郡
豚
皆
有
皐
。
置
師
弟
子
員
而
敬
之
」
と
あ
り
、
白
雲

文
集
二
途
尉
彦
明
赴
開
化
激
論
序
に
「
州
若
鯨
皆
有
皐
。
立
師
而
敬
之
」

と
あ
る
如
く
で
あ
る
。

⑫
こ
の
傾
向
は
言
う
ま
で
も
な
く
漢
地
と
江
南
と
の
人
口
、
経
済
力
、
文

化
的
停
統
の
差
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

⑬
寺
田
剛
、
前
掲
書
、
後
篇
、
第
三
章
第
五
節
。

⑬
拙
著
コ
冗
代
勾
嘗
官
の
鐙
系
的
研
究
」
(
大
明
堂
、
昭
和
五
十
四
年
〉

序
文
参
照
。

⑮
後
文
に
引
用
す
る
松
郷
集
三
夫
人
費
氏
墓
誌
を
参
照
。

⑮
元
史
一
百
六
十
四
玉
絢
簿
、
同
一
百
九
十
伯
顔
停
、
金
華
文
集
二
十
六

郵
公
一
柳
道
碑
参
照
。

⑫
親
僚
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

⑬
本
文
先
掲
の
廟
皐
典
躍
五
行
肇
坐
下
憲
司
講
究
皐
校
便
宜
僚
の
一
子
保

に
は
、
大
拳
と
中
庸
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
右
、
行
省
坐
下
監
察

御
史
申
明
皐
校
規
式
僚
の
一
子
俄
で
あ
る
「
課
試
」
の
小
皐
生
員
課
試
の

く
だ
り
に
大
皐
と
中
庸
が
論
語
小
皐
な
ど
と
な
ら
ん
で
表
れ
る
。
従
っ
て

雨
書
も
小
皐
の
園
定
数
科
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

⑬
廟
鼠
午
典
麗
五
行
省
坐
下
監
察
御
史
申
明
皐
校
規
式
候
参
照
。
但
し
程
氏
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家
紘
一
議
室
田
分
年
日
程
こ
に
は
通
鑑
は
大
相
手
課
程
の
も
の
と
さ
れ
て
あ
る
。

③
清
容
居
士
集
三
十
四
粛
御
史
家
停
に

「公
設
泰
登
字
則
卒
。
中
略
。
方

幼
時
、
頭
角
耕
異
。
九
歳
入
郷
校
、
治
論
語
義
。
属
第一一
緒一
警」

と
あ
っ

て
、
九
旗
小
皐
入
皐
の
例
が
あ
る
。

⑫

こ
の
年
飴
線
は
元
典
章
八
日
間
官
際
除
鐙
例
に
つ
け
ら
れ
て
あ
る
蔭
特
権

の
行
使
下
限
年
齢
二
十
五
歳
と
見
合
っ
て
い
る
。
ま
た
拙
者
「
元
代
勾
蛍

官
の
値
系
的
研
究
」
第
二
章
で
推
測
し
た
貼
書
出
身
(
吏
出
身
)
者
が
最

初
に
吏
職
に
つ
け
ら
れ
る
年
齢
即
ち
司
豚
司
吏
と
な
る
下
限
年
齢
二
十
四

五
歳
と
も
見
合
っ
て
い
る
。
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Confucian Education of the Yuan 元Period

MａｋｉｎｏＳｈｕｎ

　　

This paper aims at outlining the course of instruction at two typical

institutions of Confucian education in the Yuan, the 刀iiao-hsileh廟學and

the ｓhｕ-ｙｕａｎ書院. The main function of both these institutions was to

train the sons of the gentry 士人to be officials. Therefore, in order to

furthur

　

our understanding of　the Yuan bureaucracy, it　is important　to

clarify their course of instruction.

　　

The gentry of the Yuan belonged to ａ privileged class. They were

registｅｒｅdon　ａ separate register　and ｅχempted　from corvee services；in

return, they were　ｅχpected　to serve the　state with　their　learning. To

prepare their sons for official　career,there were various types of schools

offering Confucian instruction. 0f these, the ｍ必θ一臨鋭h andｓhｕ--yｕａｎ

seemed to have provided a large number of school ｏ伍cials學校官and

clerical ０伍cials吏員･

　　

Ａ＼V　ｍｉａｏ-hｓｕehｓand some ｓhｕ-ｙｕａｎｓoflarge size were maintained

by the state.　Both had two divisions, the higher school 大學and the

lower school 小學Pupils were admitted to the lower school at eight ；

proceeding on to the higher school　at fifteen, they stayed　there　until

thirty unless being given an office. In practice, however, students丘nished

their studies around twenty four and 丘ve, as early as twenty two in ｅχ-

ceptional cases, and embarked upon an ｏ伍cial career.　Only those who

lagged behind stayed until thirty.

　　

The teaching at these schools shows influence of the Neo-Confucianism

of Chu Hsi 朱熹school, which had become widespread by the Yuan.

The instruction began with Hsiao-hｓiieh.小學of Chu Hsi and moved on

to the ＦｏｕｒＢｏｏｋｓand S迂口αｇz゛び, which　pupils were　required to me-

morize.

　

At the　higher school students read　various commentaries on

classics and works on history　and institutions.　　At the same time they

practiced writing highly stylized prose and various types of verse in pre-

peration for the ｅχamination｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－




